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(注) 担当部署の表記について 

 第２編、第３編（第４章及び第５章を除く。）及び第４編（第１章を除く。）の各節につ

いては、それぞれの施策内容に係る役割分担を明確にするため、節名の右横に担当部署を

明記している。 

 部署名については、第２編第２章（災害応急対策計画）、第３編第２章（地震災害応急

対策計画）及び第４編第３章（原子力災害緊急事態応急対策計画）の各節では、災害対策

本部の名称を用いている。また、それ以外の節では、行政組織の名称を用いている。 




